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第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項 

１．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針 

上田市では、歴史的風致維持向上施設※を整備し適切な管理を行うことで、承継

してきた歴史的風致の維持及び向上を図る。 

整備については、歴史的風致を形成する建造物の保存・活用、歴史的風致の維

持及び向上に資する環境や景観の保全、上田市の歴史的価値・魅力・個性を再発

見し歴史的風致の認識を向上させる事業等を実施する。整備を行った施設は、積

極的な公開や活用を行い、歴史的風致の維持向上を図る。 

なお、事業の実施に際しては、当該施設や周辺環境の歴史的・文化的背景、そ

こで行われる活動との関係等について十分に調査、把握したうえで、市民や来訪

者が本市の歴史的風致を身近に感じ取れるように、関係機関や地域住民等との協

議、連携を図りながら行うこととする。 

維持管理については、今後も文化財保護法をはじめとした各種法令を遵守しつ

つ、施設所有者や地域住民、関係機関等と十分に協議調整をしたうえで適切な役

割分担を定め連携して取り組み、必要に応じて所有者等に対し、助言や指導を行

うこととする。 

事業については、歴史的風致を構成し、その維持及び向上に寄与するもので、

本計画の期間内に実施されるものを対象とし、実施にあたっては、国や県の補助

金制度を有効に活用するよう検討していく。 

  

※ 歴史的風致維持向上施設とは、道路、駐車場、公園、水路、下水道、緑地、広場、河川、運河

及び海岸並びに防水、防砂の施設といった公共施設（法第２条第１項、政令第１条）のほか、

看板等の案内施設や、交流施設、体験学習施設、集会施設、倉庫などの公用施設、また旧宅な

どの歴史的な建造物を復原した公的施設などを含むものであり、道路、河川その他の土木施設

等地域の歴史的風致を形成するものや、地域の伝統を反映した人々の活動が行われる場とな

るものなど、歴史的風致の維持及び向上に寄与するもの 

（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 運用指針 抜粋） 
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２．重点区域における整備事業及び 

          上田市の歴史的風致の維持向上に資する事業 

 

歴史的建造物の保存・整備・活用に関する事業 

(1)－1 上田城跡武者溜り整備事業 

(1)－2 上田城跡櫓復元整備事業 

(1)－3 指定文化財防災設備設置推進事業 

(1)－4 北国街道西部地区歴史的建造物調査 

(1)－5 城下町地区歴史的建造物調査 

(1)－6 上田映劇の調査及び有形文化財登録検討 

(1)－7 重要文化財等修復補助事業 

 

歴史的建造物の周辺環境の向上と景観保全に関する事業 

(2)－1 新参町線無電柱化及び景観形成事業 

(2)－2 天神町新屋線無電柱化事業 

(2)－3 柳町景観形成事業 

(2)－4 空き家情報バンク事業 

(2)－5 新参町厩裏線景観形成事業 

 

歴史や伝統を反映した人びとの活動の継承に関する事業 

(3)－1 無形民俗文化財後継者育成補助事業 

(3)－2 活力あるまちづくり支援金事業 

(3)－3 ふるさと上田先人顕彰事業 

(3)－4 住民自治組織によるまちづくり 

(3)－5 地域学習推進事業 

 

歴史的風致の認識・活用に関する事業 

(4)－1 文化財 de 文化祭 

(4)－2 景観ウォッチング 

(4)－3 「観光地・上田」の誘客促進事業 

(4)－4 日本遺産推進事業 
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(1)-3 指定文化財防災設備設置推進事業 

(1)-7 重要文化財等修復補助事業 

(2)-4 空き家情報バンク事業 

(3)-1 無形民俗文化財後継者育成補助事業 

(3)-2 活力あるまちづくり支援金事業 

(3)-3 ふるさと上田先人顕彰事業 

(3)-4 住民自治組織によるまちづくり 

(3)-5 地域学習推進事業 

(4)-1 文化財 de 文化祭 

(4)-2 景観ウォッチング 

(4)-3 「観光地・上田」の誘客促進事業 

(4)-4 日本遺産推進事業 

事業個所図（重点区域） 

(1)-1 上田城跡武者溜り整備事業 

(1)-4 北国街道西部地区歴史的建造物調査 

(1)-5 城下町地区歴史的建造物調査 

(2)-1 新参町線無電柱化及び景観形成事業 

(2)-2 天神町新屋線無電柱化事業 

(2)-3 柳町景観形成事業 

(2)-5 新参町厩裏線景観形成事業 

(1)-6 上田映劇の調査及び有形文化財登録検討 

(1)-2上田城跡櫓復元整備事業 

事業一覧（市全域） 



事業番号 (1)-1

事業名 上田城跡武者溜り整備事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～10年度

事業手法 市単独事業

事業位置

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　上田城跡に「武者溜り（青枠）」を整備するため、整備予定場所に

立地している「旧市民会館（茶色点線）」を解体し、石垣や堀、土塁

の整備を行う。

　上田城跡の城部遺構が視覚的に明瞭となり、新参町線及び二の丸堀

と接する三の丸に遺る歴史的な建築も活かされる。城跡と城下町の文

物に親しみをもたらすことができることから、城下町と周辺集落の祭

礼・行事にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

上田城跡と事業箇所

上田城跡の復元模型（整備想定図）

旧市民会館
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事業番号 (1)-2

事業名 上田城跡櫓復元整備事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　歴史的風致を形成する建造物のひとつであり、上田市のシンボルで

もある上田城跡の復元的整備を行うことで、歴史的価値が向上し、城

下町と周辺集落の祭礼・行事にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与

する。

　上田城跡本丸の隅櫓4棟および土塀、西虎口櫓門の復元的整備の実

現に向け、調査研究を進める。

上田城跡の復元模型（整備想定図）

上田城跡と事業箇所
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事業番号 (1)-3

事業名 指定文化財防災設備設置推進事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　指定文化財に防災設備が設置されることで、歴史的風致を構成する

指定文化財をはじめ、市内の歴史的建造物の毀損や焼失が防がれるた

め、上田市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

　建造物を中心とした重要文化財及び県・市指定文化財に対する防災

設備設置を推進し、補助を行う。

中禅寺の放水銃 安楽寺の監視モニター
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事業番号 (1)-4

事業名 北国街道西部地区歴史的建造物調査

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

歴史的建造物の調査・研究を進めることにより、建造物の歴史的・

文化的価値が明らかになり、適切な維持管理や保存活用につなげるこ

とができることから、城下町と周辺集落の祭礼・行事にみる歴史的風

致の維持及び向上に寄与する。

　歴史文化基本構想策定時の調査を基に北国街道西部地区の歴史的建

造物の詳細調査を行う。大学研究者の協力を得て歴史的・文化的特徴

を明らかにするとともに、建築士、市民団体等の地元関係者の意見を

聴きながら保存・活用の方策を検討する。

歴史的建造物の調査 北国街道西部地区の町並みと歴史的建造物
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事業番号 (1)-5

事業名 城下町地区歴史的建造物調査

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

歴史的建造物の調査・研究を進めることにより、建造物の歴史的・

文化的価値が明らかになり、適切な維持管理や保存活用につなげるこ

とができることから、城下町と周辺集落の祭礼・行事にみる歴史的風

致の維持及び向上に寄与する。

　歴史文化基本構想策定時の調査を基に城下町地区の歴史的建造物の

詳細調査を行い、歴史的・文化的特徴を明らかにするとともに、その

特徴を行う。大学研究者の協力を得て歴史的・文化的特徴を明らかに

するとともに、建築士、市民団体等の地元関係者の意見を聴きながら

保存・活用の方策を検討する。

（旧上田市立図書館改修にかかる調査を含む）

城下町地区の町並みと歴史的建造物詳細調査候補物件

（旧上田市立図書館）
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事業番号 (1)-6

事業名 上田映劇の調査及び有形文化財登録検討

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　歴史的建造物の調査・研究を進めることにより、建造物の歴史的・

文化的価値が明らかになり、適切な維持管理や保存・活用につなげる

ことができることから、城下町と周辺集落の祭礼・行事にみる歴史的

風致の維持及び向上に寄与する。

　文化財登録制度の活用を念頭においた建造物調査を行う。

上田映劇の外観

（平成20年（2008））
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事業番号 (1)-7

事業名 重要文化財等修復補助事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　重要文化財及び県・市指定文化財の保護を推進し、修復等の経費に

対し補助を行う。

　歴史的風致を形成する指定等の文化財を修復することで、その価値

が維持されることから、上田市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄

与する。

生島足島神社歌舞伎舞台

修復の様子

中禅寺の修復の様子
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事業番号 (2)-1

事業名 新参町線無電柱化及び景観形成事業

事業主体 上田市

事業期間 平成29年度～令和６年度

事業手法

事業位置

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

上田城跡と中央商店街を繋ぐ新参町線を無電柱化し、歩道を石畳風

舗装へ美装化することで、上田城跡と一体となった道路景観が形成さ

れ、城下町と周辺集落の祭礼・行事にみる歴史的風致の維持及び向上

に寄与する。

　市街地から上田城跡公園につながる新参町線の無電柱化（約

480m）及び、歩道美装化を行うとともに、隣接箇所の広場整備を行

う。

都市再生整備計画事業（平成29年~令和元年）

・無電柱化推進計画事業（令和３年～令和４年）

・街なみ環境整備事業（令和３年～令和６年）

整備状況（令和3年3月（2021））

整備イメージ
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事業番号 (2)-2

事業名 天神町新屋線無電柱化事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～10年度

事業手法 市単独事業

事業位置

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　上田城跡の隣接道路が無電柱化されることで、上田城跡と一体と

なった道路景観が形成され、城下町と周辺集落の祭礼・行事にみる歴

史的風致の維持及び向上に寄与する。

　上田城二の丸虎口跡の東側を通る天神町新屋線を無電柱化（約

250m）することにより、防災対策と城跡周辺の景観保全を図る。

天神町新屋線の無電柱化対象の電柱
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事業番号 (2)-3

事業名 柳町景観形成事業

事業主体 上田市

事業期間 令和４年度～７年度

事業手法 街なみ環境整備事業

事業位置

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　歴史的な町並み景観が、整備により一層向上することから、城下町

と周辺集落の祭礼・行事にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与す

る。

　北国街道の趣を残す柳町地区の景観整備（景観水路の美装化等）を

行う。

柳町地区の町並み 景観水路の美装化箇所（赤枠）
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事業番号 (2)-4

事業名 空き家情報バンク事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

空き家として利用されなくなった歴史的価値のある建物の利用を促

進させ、継承されることが期待される。また、空き家により悪化した

市街地環境が改善されることから、市全体の歴史的風致の維持及び向

上に寄与する。

　養蚕家屋・古民家を含む「空き家」の情報提供、利用者と所有者と

のマッチングを行う。

信州うえだ空き家バンクの仕組み
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事業番号 (2)-5

事業名 新参町厩裏線景観形成事業

事業主体 上田市

事業期間 令和４年度～７年度

事業手法 街なみ環境整備事業

事業位置

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　景観の改善により、隣接する歴史的建造物の価値が再認識され、愛

着や理解が深まることから、城下町と周辺集落の祭礼・行事にみる歴

史的風致の維持及び向上に寄与する。

　市指定文化財「上田藩主居館表門及び土塀・濠・土塁」周辺の景観

整備を行う。

上田藩主居館表門

新参町厩裏線

 6-15



事業番号 (3)-1

事業名 無形民俗文化財後継者育成補助事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　伝統的活動の後継者育成が促進され、活動が継続し、無形の民俗文

化財の継承が図られることから、市全体の歴史的風致の維持及び向上

に寄与する。

　市指定無形民俗文化財等の保存団体へ後継者育成のための補助を、

必要に応じて学識経験者等の指導・助言を得て行う。

補助対象の無形民俗文化財（左：岳の幟 / 右：上原三ツ頭獅子）
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事業番号 (3)-2

事業名 活力あるまちづくり支援金事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　地域の歴史文化などの魅力を高め、活力を生み出す活動に支援金を

交付し、地域活性化とまちづくりの推進を図る。市内全域や複数の地

域で実施される事業・活動を対象としている。

　各地域における歴史顕彰活動や伝統的な行事等が活発になることか

ら、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

発掘作業 歴史学習活動
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事業番号 (3)-3

事業名 ふるさと上田先人顕彰事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　上田市ゆかりの先人をパネル等の展示によって紹介する。上小教育

会館での常設展示とともに市内巡回展示を企画する。

　上田市の歴史や先人・偉人の業績を紹介することにより、郷土に対

する理解や関心が深まり、誇りや愛着が育まれることから、市全体の

歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

上小教育会館

パネル展示の様子
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事業番号 (3)-4

事業名 住民自治組織によるまちづくり

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

自主的・自立的に地域の課題解決・活性化に取り組む「住民自治組

織」に交付金を交付し、Ⓢ歴史検証や伝統行事の継承といった地域の

特性を生かしたまちづくりの推進を図る。

　歴史顕彰活動や伝統的行事への参加を通じて、地域住民の文化財へ

の理解が深まるとともに、防災や維持管理などへの意識が向上するこ

とから、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

西部地域まちづくりの会の取組

北国街道街歩き

塩田まちづくり協議会の取組

塩田平かるた
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事業番号 (3)-5

事業名 地域学習推進事業

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　文化財や歴史的風致の理解を深めるため、出前講座、シンポジウム

などの市民の学びの機会を提供する。

　文化財や歴史的風致など、市内の歴史的・文化的資源への理解が深

まることから、市内全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

出前講座の様子
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事業番号 (4)-1

事業名 文化財de文化祭

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

mata,

　市内の文化財を舞台に音楽演奏会等を行う。

　観光客や市民へ文化財や歴史文化の魅力が伝わり評価されるととも

に、文化財の利活用方法を具体的に示すことで、保存・活用の機運が

高まることから、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

常楽寺の演奏会 別所神社の古典劇
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事業番号 (4)-2

事業名 景観ウォッチング

事業主体 上田市

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　地域に残る歴史的建造物や特色あるまちの景観を歩いて巡り、地域

の魅力を再認識するイベントを開催する。

　市内の魅力的な景観に触れることで、歴史的建造物や歴史的なまち

なみ等の価値が再認識され、保存や維持、活用の意識が高まることか

ら、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

まちなかで歴史的建造物を見学する様子
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事業番号 (4)-3

事業名 「観光地・上田」の誘客促進事業

事業主体 （一社）信州上田観光協会

事業期間 令和５年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　(一社)信州上田観光協会を中心に官民が連携し、歴史的建造物や町

並み景観を生かした観光ツアーの造成、各種イベントを行う。

　歴史的な建造物が多くの観光客や市民の目に留まり評価されること

で、所有者の保存・活用に向けた機運が高まり、良好な町並みの維持

につながることから、市全体の歴史的風致の維持及び向上に寄与す

る。

モデルツアーの一例（信州上田観光協会HP）
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事業番号 (4)-4

事業名 日本遺産推進事業

事業主体 上田市

事業期間 令和２年度～14年度

事業手法 市単独事業

事業位置 市内全域

事業概要

事業が歴史的風致

の維持及び向上に

寄与する理由

　地域住民や交通・観光関連事業者が連携し、日本遺産のストーリー

を活用した特産品等の魅力発信、名所・文化財を巡るツアー造成、関

連イベントを実施する。

　また、ストーリーを構成する文化財群の保存活用を図る。

　観光客や市民へ日本遺産の魅力を伝えることで、歴史文化の理解が

深まり、さらなる顕彰や情報発信の活性化につながることから、市全

体の歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

ガイド育成講座 日本遺産紹介パンフレット

実施を予定する内容

・上田市日本遺産推進協議会の運営

・講演会・セミナー・パネル展等を活用したストーリー普及啓発

・SNS・HP・メディアを活用した情報発信

・文化財等への有償ガイドの活動支援

・ビジターセンター機能の充実

・構成文化財の修復、防災設備等の促進

（信濃国分寺、前山寺、中禅寺、法住寺ほか）
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